
基本目標２ 豊かな人間性と 

コミュニケーション能力の育成 

様々な学習活動や生活体験を通して、自己有用感や他者と強調

し思いやる心など、豊かな人間性を育みます。 

また、他者との豊かな人間関係を形成するためのコミュニケー

ション能力の育成を図ります。 

１ 道徳教育の推進 

２ 生徒指導の充実 

３ 人権教育の充実 

４ 読書活動の充実 

５ キャリア教育の推進 



１ 道徳教育の推進 
◆ ねらい  

他者との関わりを通して、自分自身の考えを深めていく道徳（「考え、議論する」道徳）

の授業により、道徳的価値にかかわる知識・技能を育てます。 

また、社会的な課題や地域に根差した教材を道徳的価値と関連させ、実生活や実社会

とのかかわりを深めた様々な体験活動を取り入れた道徳教育を通じて、よりよく生きてい

くための資質・能力としての道徳的実践力を育てます。 

◆ 取り組み指標とその評価

取り組み指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 H31 H32 目標値 

「考え、議論する道徳」を推

進するために校内研修や公開

授業を実施した学校数（校） 

－ 18 20
全小中学校 
（６０校） 

「考え、議論する道徳」を主題に取り組んだ学校は２０校で、昨年度から微増しまし

た。道徳の教科化を見据え、全ての学校で研修や公開授業を行うなど、道徳教育推進に

係る取り組みや授業の量的確保が進む中で、さらに質的な改善を促し、「主体的・対話

的で深い学び」となる道徳科の授業づくりを推進するために、研修内容の改善を働きか

けます。 

◆ 具体的な施策の現状と課題

＜考え、議論する道徳の推進＞ 

道徳の教科化の完全実施に向け、道徳教育推進教師を対象とした研修会を実施し

ました。年間指導計画の見直しや、複数の教職員による学年全体での授業等協力し

合う指導体制の充実に加え、道徳の授業について、読み物資料に登場する人物の心

情理解にとどまらず、問題解決的な学習を展開させるなど、授業改善を推進するこ

とで、よりよく生きるための基盤となる道徳性を育んでいきます。 

＜道徳的実践力の育成＞ 

四日市市が教育大綱の理念や教育ビジョンの基本目標に掲げる「社会人になっても

通用する問題解決能力の養成」を達成するため、本市が独自に作成した「問題解決能

力向上のための授業づくりガイドブック」を道徳の授業づくりにおいても活用し、実

生活にも生かされる道徳性の育成に取り組んでいます。 

○ 命を大切にする心を育てるための取り組み

 「生命の尊さ」「自然愛護」        

などについては、現代的な 

課題と関連の深い内容であ 

り、発達の段階に応じて、 

これらの課題を積極的に取 

り上げています。助産師な 

どの講師を招いたり、動植 

物を取り上げた教材を提示 

するなど、命の尊さについ 

ての考えを深め、命を大切 

にする心を育んでいきます。 

【実施校の割合（％）】 小学校 中学校

交通安全に関する学習 97 91 

防災に関する学習 100 100 

植物の栽培や動物の飼育 97 73 

いじめ防止に関する学習 100 100 

乳幼児とのふれあい体験 39 77 

食に関する学習 100 91 

薬物乱用防止教室 76 95 

平成 2９年度四日市市ビジョン調査より 

命を大切にする心を育む取り組みの例 



大池中公開授業研修会全体会 

大池中公開授業研修会 

○ 三重県教育委員会委託「道徳教育総合支援事業」 

（国事業名：道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業）

・ 四日市市では、平成 23 年度から 29 年度までの 

７年にわたり、三重県教育委員会の委託事業を受け 

道徳教育の推進を図ってきました。昨年度からは四 

日市市立大池中学校を実践推進校に指定し、道徳の 

授業づくりを中心に研修を進め、成果を市内へ広め 

ています。具体的には、年間を通して専門家を招聘し、 

指導案検討会や校内授業研修会などで助言を仰いだ 

り、夏季研修会では、大池中学校教員が模擬授業を 

提案し、同じ内容で、専門家が示範授業を行うなど 

「考え、議論する道徳」の授業づくりにつながる研 

修会の充実を図りました。平成２９年１１月には公 

開授業研修会を行って、各学年で道徳の授業を公開 

し、市内小中学校に研究成果を広めました。 

○ 家庭・地域と一体となった取組の推進    家 庭 や地 域 との連 携 について

・ 家庭や地域の題材を資料として生      

かした学習、家庭や地域での話し合 

いや取材を生かした学習、地域の人 

や保護者の参加を得た学習など、家 

庭や地域社会との連携強化を図って 

います。 

・ 道徳教育の推進を、学校関係者評 

価の項目に位置付け、道徳教育の方 

針や諸計画の改善に生かしている学 

校が増えてきています。 

◆ 今後の方向性

○ 主体的、対話的に学び、自立した人間としてよりよく生きるための基盤となり、実

生活でも活きる道徳性を育むため、「教材の読み取りに終始する」授業から脱却し、答

えが１つでない問題に向き合い「考え、議論する」道徳への転換をさらに図ります。 

○ 今日的課題であるいじめ問題や情報モラル、科学の発展による生命倫理に関する問

題等を積極的に学習内容に取り入れます。 

○ 道徳の授業公開を積極的に行うとともに、地域の人々の参加や協力を得るなど、家

庭や地域社会との連携を図ります。 

○ 道徳教育全体計画と年間指導計画を実行性のあるものとし、道徳の時間の量的確保

を図るとともに、年間を通じて計画的な授業の配列を行い、重点項目を明確にするこ

とで、指導の効果を一層高めます。 

○ 郷土を大切にして愛する心や、国を愛する心を育てる指導の充実を図ります。 

○ 教育課程検討委員会等で評価方法や、指導要録への記入の仕方の検討を行い、子ど

もの道徳性の育成や、教師の指導の改善につながる評価としていきます。 

    【実施校の割合（％）】 小学校 中学校  

道徳教育に関連した様々な教育活動や

体験活動等に保護者や地域の人々の

参加・協力を求めた 

82 59 

学校関係者評価の項目の中に、道徳教

育の推進を位置付け、道徳教育の方針

や諸計画の改善に生かしている。 

42 68 

学級・学年・学校通信等で道徳教育に

ついて取り上げた 
71 86 

平成２９年度四日市市ビジョン調査より 



２ 生徒指導の充実 

◆ ねらい   

問題行動等の未然防止、早期発見、早期対応を目指して、生徒指導や教育相談の充実

を図ることにより、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えます。 

また、基本的な生活習慣や規範意識を身に付け、主体的・自律的に活動する力〔自己

指導能力〕や自治能力を育むことにより、円滑な集団生活や社会生活を築くことができる

子どもを育成します。  

◆ 取り組み指標とその評価 

取り組み指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 H31 H32 目標値 

①週 1 日スクールカウンセ
ラ ー を 配 置 し た 小 学 校 数
（校） 

２８ ３０ ３０ ３２校 

②Ｑ－Ｕ調査の活用につい
て指導主事が指導・助言を
行った学校数（校） 

１３ １８ ２３ 
全小中学校 
（６０校）

・取り組み指標①…３０校に毎週配置、残り８校は隔週配置となりました。カウンセ

リングの必要性が高まっていることから、スクールカウンセラーの配置増、配置時

間増に努め、教育相談の充実を図ります。 

・取り組み指標②…要請のあった学校に加え、課題のある学校への対応を増やしまし

た。今後、残りの学校に対しても、Ｑ－Ｕ調査の結果分析に基づく適切な指導・助

言に努めます。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（１） 教育相談体制の充実 

○  スクールカウンセラー（ＳＣ）※ １の配置状況  

  ・  平成２５年度から国・県費・市費で市内の全小・中学校に配置しており、平

成２９年度においても、同様の配置を継続しています。   

相談を受けるスクール  

カウンセラー

・  平成３０年度は、市費のＳＣ配置校に週１回６時間、年間３３週の配置を年 

間３４週（２０４時間）に拡充し、教育相談の充実を図ります。 

※１  スクールカウンセラー…教育機関において、心理相談業務に従事する臨床心

理学やカウンセリング理論を身に付けた専門家  

○週１日配置している学校数 

市費           ：小学校２６校 

国・県費・市費併用  ：小学校  ２校  

国・県費        ：小学校 ２校、中学校２２校 

○隔週配置している学校数  

国・県費        ：小学校 ８校  



○ スクールカウンセラーの活用状況

・ 相談総件数・実質総相談者数 

スクールカウンセラーへの総相談件数は、平成２９年度は９，８１９件でした。

（平成２８年度は９，２５１件、平成２７年度は１０，２６７件） 

また、年間の実質相談者数は２，３４３人でした。１人の相談者が、年平均４．

２回の相談をしたことになります。 

（平成２８年度相談者数は２，２５０人、平成２７年度相談者数は２，３１６人） 

・ １校あたりの平均相談件数 

平成２９年度の小学校における１校あたりの平均相談件数は 177.0 件でした。

また、中学校における１校あたりの平均相談件数は 140.5 件でした。 

○  スクールカウンセラーへの相談件数・相談内容 

・ 児童生徒が相談する内容 

「発達の問題」に関する相談が最も多く、全体の約 24.6％を占めています。次

いで「自己の問題」「進路・学習」に関する相談の順となっており、相談内容は多

岐に渡っています。 

・ 保護者が相談する内容 

「発達の問題」に関する相談が最も多く、全体の約 50.4％を占めています。次

いで、「家庭問題」、「自己の問題」に関する相談の順になっています。 

・ 教職員が相談する内容 

「発達の問題」に関する相談が全体の約 44.5％と最も多く、発達に課題のある

児童生徒の指導・対応に苦慮している教職員の現状があります。

(件 )  

(件 )  



6
0
0
0

55
69

83
47

33
40

56
64

0 20 40 60 80 100 120 140 160

H26
H27
H28
H29

ハートサポート事業 相談件数（件）

幼稚園

小学校

中学校

・ 不登校に関係する相談 

総相談件数９，８１９件のうち、１，６４７件でした。これは、全体の約１６．

８％を占めています。 

学校は、不登校傾向の見られる児童生徒やその保護者に対して、カウンセリン

グの必要性を伝え、早い段階でＳＣにつなぎ対応しています。 

○  スクールカウンセラーの連携・研修 

 ・ スクールカウンセラーの連携業務 

複雑な要因が絡み合った事案に対しては、スクールカウンセラーがスクールソ

ーシャルワーカーや関係機関と連携することで、ケースに応じたより適切な支援

につなげることができています。平成２９年度の連携の実施は、心療内科等の医

療機関や適応指導教室等の市の機関を合わせて、合計７９件でした。 

 ・ スクールカウンセラーの研修会 

スクールカウンセラーを対象に、いじめや不登校の現状をもとにした本市主催

の研修会を年１回実施し、カウンセリング機能の充実及び関係機関等との連携強

化を図っています。 

○ ハートサポート事業の派遣及び相談状況 

・  臨床心理士等をハートサポーター※２（４２名）として登録し、急を要する相

談に対して学校や家庭に派遣しています。また、大きな学校事故等で、児童生徒

の心のケアとして緊急支援を必要とする場合も、ハートサポーターを派遣してい

ます。平成２９年度の派遣回数は、１１１件（平成２８年度１３９件、平成２７

年度１０９件）でした。平成 29 年度は、平成 28 年度と比較すると 28 件減少

しました。これは、小学校・中学校ともに、大きな事案がなく、緊急派遣が少な

かったことが理由として挙げられます。

○ ハートサポーターへの相談内容 

平成２９年度の相談内容は、「発達障害」「精神不安定」についての相談が最も

多く、続いて「不登校関係」「子育て不安」「子どもの行動に対する不安」「対人

関係」等でした。近年、発達障害にかかわる保護者の悩みなど、子育てに関して

不安を抱いている保護者の相談が増加しています。保護者が情緒不安定になり、

うまく子育てができないケースが増加しており、保護者に対する心のケアもハー

トサポーターの大きな役割となっています。 

※２   ハートサポーター…臨床心理士、セラピストなど、カウンセリング等に関し

て専門的な知識と経験を有する者で、教育委員会が委嘱した教育相談員のこと。  

相談を必要とする、子ども・保護者がいる学校や家庭に派遣され、学習及び

生活等の相談に対応し、学校の緊急時においても、すぐに対応ができる専門家  

109

94

111

139

(件 )  



○ いじめ・体罰等電話相談、来室相談、いじめ相談メール 

 ・ 相談件数 

教育相談担当（２名）が電話や面接等による相談を行っており、平成２９年度

の相談件数は２６２件で、保護者からの相談

が、全体の約５０％を占めています。 

・  相談内容 

相談内容は多岐にわたり、その中で「学校

での子どもへの指導内容に対する相談」が 

６０件と最も多く、「いじめに関する相談」

は４２件で、「体罰に関する相談」は１１件

でした。 

・  いじめ相談メール 

平成２６年度から、相談をいつでも受け付けることができるよう、市ホームペー

ジに「いじめ相談メール」を開設しています。平成２９年度のメール相談件数は４

件あり、内いじめに関するものが 3 件ありました。 

・  相談の啓発 

児童生徒へのプリント配布や、ポスター掲示、さらに広報よっかいちへの掲載な

どにより、相談窓口の周知を図っています。 

◆ 今後の方向性 

○  不登校やいじめの未然防止、早期発見、早期対応を図るために、今後もスクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、子どもや保護者への支援

方法等に関して、相談体制の充実を図ります。また、引き続き教職員の教育相談力

の向上に努めます。 

○  スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの派遣時間増と配置の工

夫に努めます。また、ハートサポート事業やスクールソーシャルワーカー派遣事

業の充実を図り、緊急支援や児童生徒及び保護者のニーズに応えることができる

よう努めます。  

 ○  多岐に渡る相談に対応できるよう、学校外の相談機関をポスター掲示や学校ホ

ームページ等で、広く保護者へ周知していきます。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（２）安心して過ごせる学級づくりの推進 

〇 学級集団アセスメントＱ－Ｕ調査（以下Ｑ－Ｕ調査）※３

・ Ｑ－Ｕ調査での実態把握と対応 

市内全小学校 4 年生以上の約８,１00 人、市内全中学校の約 8,４00 人に対し、

「学級集団アセスメントＱ－Ｕ調査（以下Ｑ－Ｕ調査）」を年間２回実施し、調査

結果をもとに、いじめや不登校などの未然防止及び早期発見・早期対応に努めま

した。 

・ Ｑ－Ｕ調査にかかる校内研修会 

年間２回以上の校内研修会を開催し、教員のカウンセリング能力や学校の相談

機能を高め、個々の子どもの心のケアをするとともに、子ども同士の関わりを深

める学級集団づくりを進めました。 
※３  学級集団アセスメントＱ－U 調査…子どもたちの学校生活における満足度と

意欲、さらに学級集団の状態を調べることができる質問紙。学級経営のための
有効な資料が得られ、いじめなどの問題行動や不登校の予防と対策に有効。  

 H27 H28 H29 

総相談件数 ２０１ ２４６ ２６２ 

学校の指導 

内容の相談 
４８ １０２ ６０ 

いじめ ３４ ４７ ４２ 

体罰  １０ ３ １１ 



・  指導主事による指導・助言 

月別問題行動報告から課題のある学校及び学級に対して、Ｑ－Ｕ調査結果を

分析した上で指導主事が訪問し、改善のための指導助言を行いました。  

○ 居場所・絆づくり   

・ 情報共有と組織的対応 

日々の観察や教育相談、「生活ノート」「Ｑ－Ｕ調査」「いじめ調査」等から、子

どもの心のサインに気づき、把握した情報を全体で共有し、組織的に対応してい

ます。 

・ 人間関係づくり 

日々の授業や様々な活動を通して、子どもと教師とが共感し合える人間関係づ

くりを進めています。 

・ 自己存在感 

発達段階に応じて、集団の規律やルールを守り、互いに協力し合えるような活

動を仕組み、一人一人の子どもが自己存在感を感じることができる取り組みを進

めています。 

・ 共に生きる教育 

一人一人の子どもが互いを尊重し、良さを認め合えるような、望ましい人間関

係を形成し、共に生きていく態度を育む取り組みを進めています。  

◆ 今後の方向性 

〇  Ｑ－Ｕ調査にかかる校内研修会等において、指導主事が積極的に指導・助言を

行うことで、教員のカウンセリング能力や学校の相談機能を高め、個々の子ども

の心のケアをするとともに、子ども同士の関わりを深める学級集団づくりを進め

ます。 

〇  「学校生活のきまり」「学習規律」「指導上の申し合わせ事項」について中学校

区で情報交換を行い、学校生活の基本となるルールを統一するなど、より共通理

解を図りながら、規範意識をもってルールを守ることができる集団づくりを進め

ます。 

〇  各小中学校においては、異年齢交流の場や集団体験の場ですべての子どもが活

躍できるような場面を創造し、「自己有用感」を育む取り組みを進めます。  

〇  「Ｑ－Ｕ調査」や「市独自のいじめ調査」等を活用して、いじめ、不登校、問

題行動等の前兆を早期に発見するとともに、教職員による教育相談やスクールカ

ウンセラー等によるカウンセリングを通して子ども理解を進め、全教職員による

指導体制の充実と組織的な対応に努めます。  

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（３）問題行動等の未然防止・早期発見・早期対応 

○ 生徒指導連携 

・  各校への指導主事の訪問・助言 

１学期中にすべての小・中学校を指導主事が計画的に訪問して、指導方法や

指導体制等について情報交換を行うとともに、各学校が抱えている問題（暴力

行為、不登校、いじめ等）を把握し、その解決に向けて助言を行いました。  



・  ケース会議の充実  

各小中学校のケース会議に指導主事が延べ４６回出席しました。この会議で

は、北勢児童相談所、家庭児童相談室、各警察署などの関係機関や医師、スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、民生委員、主任児童委員な

どそれぞれの専門分野からの知見を活用し、問題解決に向けての方策を検討し

ました。 

・  警察署との連携 

各警察署とは、学校警察連絡制度に関する協定を結んでおり、年度当初に教

育委員会及び学校との連絡会をはじめ、月１回の情報交換会などを持ちました。  

・  生徒指導定例会 

隔月ごとに市教育委員会指導課・教育支援課・青少年育成室・少年サポート

センター・県生徒指導特別指導員で構成される生徒指導定例会を開催し、様々

な問題行動等の情報交換を行うとともに問題行動や不登校等への対応方法、各

学校への助言内容等を検討しました。 

・  虐待対応 

  虐待を受けたと思われる児童生徒を発見した場合は、速やかに家庭児童相

談室等へ通告（連絡・相談）するよう学校に対して助言しました。 

四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議等で、児

童虐待の状況報告および対応について情報交換しました。ネットワークの機能

を生かし、児童虐待への的確な対応に努めました。 

・ 四日市市学校臨床心理士会（ＹＳＣＰ※４）との連携 

発達障害傾向の子どもへの対応や学校における事故等への緊急支援が早期にで

きるよう、四日市市学校臨床心理士会（ＹＳＣＰ）と連携を密に図りました。 

※４ 四日市市学校臨床心理士会（ＹＳＣＰ）…四日市市内のスクールカウンセラー

として配置された臨床心理士等の任意団体。自主的な研修会を行っている。 

・  生徒指導担当者研修会  

平成２９年４月、7 月と平成３０年２月に小・中学校生徒指導担当者研修会

を開催しました。情報交換会や指導方法のあり方など、小中学校における生徒

指導の連携を図り、組織的な生徒指導体制の確立に取り組みました。 

・ 弁護士の活用 

円滑な生徒指導の推進のため、学校で起こるさまざまな問題に対して、法的根

拠をもとに教育委員会顧問弁護士などから教育委員会や学校が指導、助言を受け、

緊急対応体制等の整備・充実を図ることができました。 

〇 いじめの実情 

・ 基本姿勢 

いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こり得るとの認識のもと、その早

期発見に努め、いじめを認知した際には、早期解決に努めています。「いじめは絶

対に許されない」との意識を学校全体で共有し、子どもを「加害者にも、被害者

にも、傍観者にもしない」教育の実現に努めています。 

 ・ アンケートの実施 

各校では児童生徒に対して「いじめアンケート」を各学期に 1 回以上実施し、

いじめの早期発見、早期解決に努めています。 



H27 H28 H29
小学校 104 195 115
中学校 78 103 90
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・ いじめ認知件数 

平成２９年度におけるいじめ認知件数は、 

小学校で１１５件、中学校で９０件、全体で 

２０５件となり、平成２８年度に比べ、９３

件減少しました。認知件数は減少しましたが 

些細なトラブルもいじめの可能性があると考 

え、いじめを見逃したり見過ごしたりするこ 

となく、積極的に認知していくよう取り組ん 

でいきます。

・  アンケート結果で多かったいじめの態様 

いじめの様態 小学校 中学校 

１ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 57.4％ 68.9％ 

２ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 18.3％ 14.4％ 

３ 仲間はずれ、集団による無視をされる 12.2％ 16.7％ 

・ 早期発見・迅速な対応 

いじめは、早期発見、早期解決が重要ですが、相手を特定できないいじめやネ

ット上でのいじめなど、問題解決までに時間のかかるものが多数あります。 

今後も、いじめを生まない環境作りを日頃から行うこと、早期発見と発生した

場合の適切な対応を迅速に行うことのできる組織づくりを進めていきます。 

・ ＳＮＳ上のいじめの課題 

ネット上でのいじめのうち、ソーシャルネットワークサービス（SNS）でのい

じめについては、第三者が閲覧できないため、従来の取り組みで対応できない場

合もあり、学校が対応に苦慮している現状があります。 

○ いじめ問題への対策 

・ いじめ防止啓発ポスターの掲示 

「いじめ防止啓発ポスター」を市内小中学校に配布、掲示するとともに、各自治

会に依頼し、市内全地域の自治会の掲示板等に掲示しました。 

・ いじめ問題対策調査委員会等の開催 

教育委員会では、大学教授、弁護士、心療内科医、臨床心理士で構成された

「いじめ問題対策調査委員会」を年２回、法務局（人権擁護委員協議会）、四日市

市三警察署、児童相談所、学校関係者による「いじめ問題対策連絡協議会」を年

１回開催し、ともにいじめ防止対策推進法に基づく学校での取組状況の把握と検

証を的確に行うとともに、いじめの問題に取り組む関係者間の連携強化を図って

います。 

・ 学校いじめ防止対策委員会等の開催 

各小中学校においても「学校いじめ防止基本方針」の見直しを図りながら、い

じめ防止の早期発見・早期解決に向けて、学校いじめ防止対策委員会を中心に、

取り組みを進めました。  

(件 )  



〇 暴力行為 

・ 暴力行為の現状 

平成２９年度の暴力件数は小学校で１３５件、中学校で１８１件、全体で３１６

件となりました。平成２８年度と比べ７０件減少しましたが。些細なことから暴力

行為に発展するケースがまだまだ多くみられます。 

・ 発達課題への対応 

発達に課題のある児童生徒が暴力をふるう事案が増加しており、発達に携わる関

係機関や心療内科等の医療機関との連携が不可欠となっています。各学校では、初

期対応や該当児童生徒の特性を踏まえた対応等を全職員で共通理解を進め、学校全

体で組織的に対応することを大切にしています。 

○ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）派遣事業※５

・ スクールソーシャルワーカーの活用 

スクールソーシャルワーカーの役割は、対象となる児童生徒の状況から、長期

欠席や問題行動等の対応以外

に、保健、福祉、医療などの

関係機関に適切に結びつける

ことや、その児童生徒本人や

保護者への必要な支援、学校

への助言など、多岐にわたっ

ています。 

・ 派遣回数 

平成 29 年度は、社会福祉

士有資格者を５人登録し、小

学校 16 校（22 人に対して

のべ 72 回）、中学校６校

（７人に対してのべ２４回）、

計２２校（２９人に対しての

べ９６回）に派遣しました。 
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小学校 中学校

暴力行為件数（内訳） H27 H28 H29

対応内容  Ｈ28 Ｈ29 

①  不登校  １８ ３７  

②  いじめ  ０ ０  

③  暴力行為  ８ ３５  

④  児童虐待  １０ ４  

⑤  友人関係の問題（②除く）  ３ １３  

⑥  非行・不良行為（③除く）  ３ ０  

⑦  家庭環境の問題  ３９ ４７  

⑧  教職員等との関係の問題  ３ １  

⑨  心身の健康・保健に関する問題 １１ ２１  

⑩  発達障害等に関する問題  ２０ ５５  

⑪  保護者対応  ２３ ６６  

⑫  その他、研修会等  ７ ６  

        計（件数）  145 ２85 

(件 )  



・ 対応内容 

平成２９年度の対応内容は、「保護者対応」が最も多く、スクールソーシャルワ

ーカーが直接保護者と面談することで、いくつかの事案において改善が見られま

した。次に「発達障害等に関する問題」が多く、ＳＳＷが、学校に該当児童生徒

や周りの児童生徒への関わり方を助言し、効果的な指導ができるようになりまし

た。 

学校からは「ＳＳＷと保護者と 

の面談が事態の解決につながった」 

「関係機関との連携がうまくいっ   

た」「教職員に対しても適切なア 

ドバイスをいただき、ありがたか 

った」などの評価もあり、今後さ 

らに、学校からのニーズが多くな 

ることが予想されます。 

・ 派遣時間の拡充 

平成３０年度は、スクールソ 

   －シャルワーカー（ＳＳＷ）の       

派遣時間を４５０時間に拡充し、 

学校だけでは解決が困難な事案に対し、対応していきます。 

※５  スクールソーシャルワーカー…教育機関において、社会福祉の専門的知識、
技術を活用し、問題を抱える子どもを取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、
地域の関係機関をつなぎ、子どもの抱えている問題の解決に向けて支援する専
門家  

◆ 今後の方向性 

○  スクールソーシャルワーカーを派遣し、子どもが抱える福祉的な課題について、

学校や行政、地域や家庭との連携・仲介・調整を行いながら、問題行動等の未然

防止・改善・解決を図ります。 

○  「四日市市いじめ問題対策連絡協議会」や「四日市市いじめ問題対策調査委員

会」でいじめ対策等についての協議を継続し、今後もいじめを未然に防止する取

り組みを推進します。 

○  児童生徒及び保護者に「暴力は絶対に許されない」等の明確なメッセージを発信

し、学校だけでなく、児童相談所や警察をはじめとする関係機関との連携を強化す

るなど、毅然とした対応をとっていきます。 

○  課題への早期対応を図るために、学校・家庭・地域や関係機関（警察、福祉、

医療等）と情報を共有しながら、今後も協働・連携を密にしていきます。  

年度  校種  派遣校数  派遣回数  時間数  

Ｈ28 
小   ９  ３０  

２１０  
中   ８  ２７  

Ｈ29 
小  １６  ７２  

３０５  
中   ６  ２４  

派遣実績 

※複数の要因があるため、対応内容の件数（前
ページの表）とは合致しません。



H27 H28 H29
小学校 98 100 97
中学校 295 312 279
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◆ 具体的な施策の現状と課題 

（４）不登校児童生徒への支援体制の充実

・ 平成２９年度における不登校児童生徒数は 

小学校 97 人、中学校 279 人、全体で 376 人 

となりました。平成２８年度の４１２人に比べ 

３６人減少しました。 

・ 不登校発生率（不登校児童生徒数／在籍児童 

生徒数×100）は、小学校で、０．６１％、中 

学校で、３．３５％であり、全国平均（H２８ 

年度）より高くなっています。 

・ 「登校できるようになった。」「登校には至 

 らないものの、好ましい変化が見られるように 

 なった。」という児童生徒は、小学校で９７人中３０人（３０．９％）、中学校で

２７９人中９４人（３３．７％）となっています。 

・ 不登校の要因として、小・中学校ともに「無気力」「不安」の傾向の割合が高く、

それらの理由として、家庭環境の急激な変化や親子関係をめぐる問題など「家庭

に係る状況」が大きく影響しています。 

・ 具体的な支援・指導方法の紹介のために、「登校を促す早期アプローチ」の改訂、

「不登校対応 Q&A」の作成を行い、各小中学校に配布しました。 

〇 「小中学校不登校連携シート」※６の活用 

・  「小中学校不登校連携シート」 

学校において不登校児童生徒に係る、なめら

かな支援の継続を進めるための引継ぎ資料とし

て作成しています。平成２９年度末には市内中

学校に進学した内の１９２人分を作成しました。

・  各校への指導主事の訪問・助言 

全中学校を指導主事が訪問し、生徒が登校

を継続できるよう、シートを活用した有効な

支援について協議しました。 

・ 活用の充実 

各中学校において、小学校より引き継いだ生徒への支援は丁寧に行われていま

す。一方で、シートを作成していない生徒の中から不登校になる生徒が出ること

があるため、不登校のきっかけや小中学校それぞれの不登校児童生徒の傾向を検

証し、共有する必要があります。 

〇 「欠席 3 日目シート」※７の活用 

  ・ 「欠席 3 日目シート」 

不登校の未然防止・初期対応のために、欠席が連続３日の児童生徒を対象に、

情報共有のツールの一つとして作成しています。平成２９年度は、小学校２１５

名分、中学校４９４人分が作成されました。 

・ 活用の効果 

各学校では、シートを作成することで、欠席連続３日の事実が関係者で共有さ

れ、家庭訪問等の初期対応への教職員の意識の高まりにつながりました。その結
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欠席３日目シート作成数と作成児童生徒の通常登校率 
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果、その小学生の６９％、中学生の４４％ 

が登校を継続しました。しかし、シートを 

作成した児童生徒の通常登校率が年々下が 

っています。 

・ 学校訪問 

シートを作成した学校数校に指導主事が 

訪問し、登校継続や学校復帰等のための具 

体的な支援方法や体制について検討しまし 

た。 

・ 活用の充実 

ケース検討会や不登校対応担当者研修会 

等により、シートの情報を支援内容へ効果 

的に活用する方法の紹介などの取り組みを 

進めています。 

〇 適応指導教室における支援 

・ 適応指導教室の目的 

小学生対象のわくわく教室と中学生対象のふれあい教室があります。両教室と

もに、不登校児童生徒の学校復帰や社会的な自立を促すことを目的としています。 

・ 支援内容 

一人一人の子どもの状態に合わせて、セラピストやスーパーバイザーの助言を

得て、個別の支援方針を立て、学校復帰を図るよう支援しています。 

・ 通級する児童生徒の状況 

適応指導教室に通級する児童生徒は、年々増加しています。一方で学校復帰率

は横ばいであり、学校復帰に至らず継続して通級する児童生徒が増加傾向にあり

ます。適応指導教室に通級し、指導員との個別学習に参加できても、集団での活

動に参加しにくい現状があることから、児童生徒個々のアセスメントや支援計画

が重要になっています。 

  ・ わくわく教室における支援 

小集団で子ども同士が、集団でのゲームなどを通じて関わり合いながら、コミ

ュニケーション力や集団適応の力や学習の基礎となる力を伸ばすことに取り組ん

でいます。 

・ ふれあい教室における支援 

生徒本人や保護者に対する相談活動 

及び学習や運動、体験活動などの集団 

活動を行っています。平成２９年度は、 

通級生やその保護者、在籍学校の教職 

員と延べ１７８７件の相談を行いまし 

た。 

・ 学校復帰 

平成 2９年度は、わくわく教室から 

１２人、ふれあい教室から５８人が学 

校に復帰（再登校を含む）しました。 

 適応指導教室通級生数とその学校復帰率
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〇 不登校児童生徒支援ボランティア（ふれあいフレンド）事業 

 ・ 適応指導教室における支援 

児童生徒の兄姉世代にあたる学生ボ 

ランティアが、適応指導教室の集団活 

動の指導補助を通して自立に向けた支 

援をしています。 

・ 家庭派遣による支援 

学校や適応指導教室へつなぐことを 

目的に家庭訪問し、話し相手や遊び相 

手になる活動として、ふれあいフレン 

ドの家庭への派遣を行っています。平成 

２９年度の派遣は 1 件でした。 

◆ 今後の方向性 

○ 不登校未然防止・早期対応に向けて、「小中不登校連携シート」や「欠席 3 日目シ

ート」の書式や内容等の見直しを行い、効果的な活用を行い、不登校児童生徒数の

減少に努めていきます。 

〇 欠席 3 日目シートを作成した児童生徒の不登校リスクが高い現状から、学校にお

いて、教育相談担当者を中心に校内体制を充実し、シートを作成した段階から学年

や学校全体で取り組むことを勧めていきます。 

○ 適応指導教室では、通級している児童生徒に対して、学習や活動を通して自己肯

定感が育めるように、個別の支援計画を作成し、計画的に支援していきます。 

〇 相談室の増築をはじめとした適応指導教室の拡充を行い、不登校対応の一層の充

実を図ります。 

〇 学校や適応指導教室に通うことが困難な児童生徒に対して、引き続きふれあいフ

レンドの家庭派遣の啓発を行っていきます。訪問日時の調整がつかなかったり、家

庭で保護者が同席できなかったりなど家庭派遣の条件が整わないことがあるため、

ふれあいフレンドの活動内容の見直しを行うとともに、適応指導教室職員による家

庭派遣など、新たな方策を検討していきます。 

〇 スクールカウンセラーやハートサポーター、SSW の有効活用等、今後、不登校を

減少させるための取り組みを一層充実させます。 

〇 不登校対策委員会等で早期支援の在り方について協議をすすめ、新たな不登校児童

生徒を生まないための具体的方策の検討をさらに進めます。 

※６  小中学校不登校連携シート…不登校傾向のある子どもの情報を、中学校へ引

き継ぐための資料  

※７  欠席３日目シート…欠席が３日間続いた子どもの情報を、短期間で共有する

ための資料  
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【子 ども人権フォーラムの

テーマ（ブロック数）】 

部落問題 ６ 

障害者の人権 ９ 

外国人の人権 １０ 

子どもの人権 １０ 

女性の人権 ９ 

いじめ問題 １０ 

性的少数者の人権 ３ 

高齢者の人権 １ 

うわさ・迷信  ３ 

その他の人権 ３ 

３ 人権教育の充実 

◆ ねらい 

人権問題を自らの問題と捉え、身近なことから取り組むとともに、主体的に自己選択・

自己決定し、問題を解決する行動力の育成を図ることにより、子どもたちの現在及び将来

における自己実現をめざします。 

また、教職員の人権意識を高め、人権教育における指導力向上を図るとともに、学校・

家庭・地域が一体となった人権教育の推進を図ります。 

・取り組み指標…この指標を評価する各項目（次頁☆表を参照）の精度をより高めたことにより９校

減になりました。今後はこの項目により、あらためて目標値をめざして取り組みます。 
※ 市内２２の各中学校区において、小中学生が集い、身近な人権問題について話し合う活動。 

多くの中学校区では、小学校６年生と中学校１年生が対象となっている。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（１）子どもが主体となる人権学習の充実 

○子ども人権フォーラム 

・ねらいとテーマ 

子ども人権フォーラムは、子どもたちに人権尊重の精神を養

い、差別をなくす実践力を育てることをめざして実施されてい

ます。 

中学校区（以下「ブロック」と表記）ごとにテーマを設定し、

児童・生徒が主体的に参画できるような企画・運営の工夫が図

られています。一人一人の考えを交流しながら、差別はする側

の問題であることや、解決に向けて行動することの大切さ等を

確かめ合っています。 

・成果 

すべての学校の人権教育年間指導計画に子ども人権フォーラム

が位置づけられました。子ども人権フォーラム参加学年において

は、当日までに各学校で取り組むことを確認したり、学んだこと

を事後にまとめたりし、ブロックを構成する小中学校で一貫した

実践がなされました。また、子ども人権フォーラムでの学びを参

加学年のみにとどめず、他学年に発信するブロックもありました。 

・課題 

参加学年からの発信をそれぞれの学年の実践にどう生かすかという点に課題があり

ます。人権教育年間指導計画に系統的に位置づけていく際に、子ども人権フォーラム

で取り上げた人権問題について考える、あるいは自分の考えを発表できる力をつける

ことにこだわって取り組む等、それぞれの学年で子どもにつけたい力について具体的

なイメージをもっていかなければなりません。 

取り組み指標 基準値 H28 H29 H30 H31 H32 目標値 

子ども人権フォーラム※

を人権教育年間指導計画に
位置づけて実施した学校数
（校） 

６ ３９ ３０ 
全小中学校 
（６０校） 

他学年への発信



【子ども人権フォーラムの実施形態（全 22 中学校ブロック）】

☆【中学校ブロックにおける子ども人権フォーラムの位置づけ】 

○新たな人権問題への対応 

各学校における人権学習の動向として、平成２７年 4 月

に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応

の実施等について」の通知が出されたことにより必要性が

認識され、性的少数者の人権にかかわる学習は進められて

きましたが、すべての学校で学習が実施されるよう引き続

き取り組みを進めます。 

○学習資料教材（人権カレンダー・人権作文集）の作成・配布 

【人権ポスター・人権作文の応募状況等】

人権ポスターの入選作品は、人権週間にあわせて、人権フェスタ（１２／１０・

四日市市文化会館）にて表彰を行い、人権のひろば展（１２／１６～１／１４・四

日市市総合会館）で掲示しました。また、人権カレンダー・人権作文集とも、学

校・園・関係機関に送付しました。 

◆ 今後の方向性 

全学年で「子どもにつけたい力」を意識した人権教育カリキュラムの編成が各学

校で実施できるように、「子ども人権フォーラム」の取り組みが参加学年だけでなく

他の学年にも広がり、実践に生かされることをめざしていきます。 

５つの人権問題はもとより、性的少数者等の人権やいじめ問題にかかわる学習、

インターネットに潜む差別や偏見を見抜き、その解決に向けた行動力を培う学習を継

続します。 

人権ポスター 人権作文

応募数 254 点 82 点

応募  

校数  

58 校園（幼 9 園・保 2 園・

小 36 校・中 11 校）
38 校（小 20 校・中 18 校）

入選  
50 点（12 点を人権カレン

ダーに掲載）
11 点（人権作文集に掲載） 

H27 H28 H29

外部講師による講演会 5 3 2

児童生徒による人権学習・作文の発表 2 7 4

児童生徒によるグループ討議 21 22 22 

児童生徒のグループ討議での司会・進行  21 22 22 

児童生徒の全体会での司会・進行 10 16 16

児童生徒が企画・運営に参加 2 3 6

学校数(全 60 校 )

①人権教育年間指導計画に記載されている 60 

②「子どもにつけたい力」が系統的に人権教育年間指導計画に記載されている 53 

③学んだことをもとにして、他学年の児童生徒へ発信・交流が行われている 32 

④上記の発信・交流が、他学年での実践に生かされている。 13 

上記の４つの設問について、３項目以上該当する学校数  30 

「性的少数者の人権」に 

関する学習実施校数  

H27 H28 H29 

小学校  23 35 34 

中学校  7 11 14 

合計  30 46 48 

 人権ポスターの展示

 児童生徒によるグループ討議



◆ 具体的な施策の現状と課題 

（２）教職員人権教育研修の充実 

○人権教育研修状況（全２２中学校ブロック）  

○人権教育推進校指定事業の実施 

指定された学校において、各種研修会参加、 

人権学習実践研究、人権講演会実施、還流報告等が行われました。 

部落問題学習についての講演を聞き、自らの差別心を振り返ったり、子どもたちと 

人権課題について向き合いながら授業づくりを行ったりすることの大切さを学び、実

践に生かすことができました。 

○人権・同和教育課主催研修会 

研修会名 主  な 内  容  
参加  

者数 

推進委員研修会 人権教育推進委員としての役割 83 

小中学校実践研修会 「みんなでつくる みんなの学校」（講師 木村 泰子） 130 

初任者研修会 差別の現実から深く学ぶとは 98 

転入者研修会 差別の現実から深く学ぶとは 47 

教頭研修会 人権教育の視点での組織づくり(部落差別解消推進法の施行から) 56 

地域人権教育推進校

研修会(全 3 回 )

①人権教育推進担当者として大切にしたいこと ②人権プラザの歴史か

ら学ぶ ③部落差別を解消していくための取り組み（講師 原田 朋記）
39

学校人権教育リーダー 

育成研修 （全 3 回） 

（2 年で市内全小中）

①参加体験型の実践的研修（講師 吉原 隆行）

32②部落史学習の指導案・教材づくり（講師 星野 勇悟）

③部落問題学習における指導案・教材づくり（講師 森  実）

学校人権教育リーダー 

フォローアップ研修

性的少数者の人権（講師 土肥 いつき） 

※前年度までの学校人権教育リーダー育成研修会参加者 32 名 希望参加者 7 名 

学校人権教育リーダー育成研修会受講者が、研修会において学んだことをもとに

部落史（部落問題）学習を実践しました。受講者は、学校人権教育推進人材バンクに

登録（25７名 H29.4.1）され、各校での人権教育を推

進する役割を担います。 

また、新たな視点で人権問題を考える学校人権教育リー

ダーフォローアップ研修を受講します。 

○各学校における教職員研修（ＯＪＴ研修）の推進 

学校人権教育推進人材バンク登録者を中心に、教職員同

士が多様な視点からのアプローチや経験に基づいた指導方

法等についての情報交換を行う研修（ＯＪＴ研修）が実施

されました。人権教育推進にかかわるＯＪＴ研修としては

伸び悩んでいる状況があります。日常的に人権について考

え合う機会を少人数で数多く設定していくことも大切な研

修です。 

平成 29 年度  

人権教育推進校  

小学校  

富田 、日永 、川島  

神前 、下野 、水沢  

大谷台 、三重北  

内部東  

中学校  笹川  

研修形態 
延べ 
回数

人権教育講演会 26 

授業公開（小・中）、保育公開（幼） 143 

地域・保護者と連携した学習会・報告会 75 

教職員合同研修会 60 
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35回
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○各学校における教職員研修派遣の支援 

研究大会及び研修名(開催地 ) 開催日  参加者数  

｢せいかつ｣実践交流会(津市) 6/9(金 ) 14 

豊かな就学前人権教育実践交流会(津市) 7/22(土 ) 10 

津市立川口小学校実践報告会 8/21(月 ) 1 

大阪府人権教育夏季研究会(大阪市) 8/22(火 ) 15 

三重県人権･同和教育研究大会(桑名市他) 10/14(土 ) 15(日 ) 75 

全国人権･同和教育研究大会(松江市・出雲市) 12/2(土 ) 3(日 ) 2 

部落解放研究三重県集会（津市） 1/6（土） 11 

人権・部落問題学習研究集会（大東市） 1/13（土） 5 

三重県在日外国人教育研究集会（鈴鹿市） 2/4（日） 4 

「なかま」実践研究集会（橿原市） 2/9（金） 3 

学習公開・初等教育研修会（文京区） 2/10（土） 2 

合   計  142 

派遣された教職員は、校内研修やＯＪＴ研修により、他の教職員に研修での学びを

還元しています。 

◆ 今後の方向性 

今後も継続して教職員人権教育研修の機会を設定するとともに、学校人権教育推

進人材バンクを活用した研修や OJT 研修を実施し、人権教育について共に学ぶ場を

多く設定することで教職員全体の資質向上を図ります。 

（３）地域とともに取り組む人権教育の推進 

○地域との連携による子どもの学び支援（県教育委員会事業を活用） 

市内の小学校で約４％、中学校で約１１％の児童生徒が、宿題をしていない実態が

あります。その背景には、言語面や経済的な事情等により、学習環境が整いにくい、

学習意欲が持てないといった、教育的に不利な環境におか

れた子どもたちの姿も見られます。こうした子どもたちに

対して、教員ＯＢや地域の学習ボランティアによる学習支

援等の取り組みが進められました。 

【学校支援地域本部推進事業（西笹川中学校区・三重平中学

校区・中部中学校区・大池中学校区）】 

それぞれの地域で運営されている「子ども教室」にお

いて、教員ＯＢ、地域住民、学生等の学習支援員・ボラ

ンティアが放課後や休日、長期休業中における学習支援等を行いました。参加した子

どもたちにとっては、長期休業中の学習習慣づくりと新学期開始前の生活リズムづく

OJT 研修の内容 

部落問題学習・多様な性・なかまづくり・多文化共生教育について 

部落差別解消推進法について、校外研修の還流報告    等  

研修の形態 

全体研修、初任者等該当者研修、少人数のグループ研修

「子ども教室」での学習支援



りになるとともに、わからないところを最後までていねいに教えてもらえたことが、

家庭学習への意欲向上につながりました。 

【子ども支援ネットワーク・グローイングアップ事業（富洲原中学校区・笹川中学校

区・南中学校区・朝明中学校区・常磐中学校区・内部中学校区）】 

教員ＯＢ、地域住民、学生等の学習支援員・ボランティア

が長期休業中における学習支援等を行ったり、地域の人権教

育推進協議会等との連携により講演会やコンサートを実施し

たりしました。震災の体験談を聞いたことで、命を守るため

には、人と人のつながりが大切であることを子ども・保護

者・地域住民があらためて確認し合う場とすることができた

中学校区もありました。 

○地域にねざした子どもの活動（子ども人権文化育成協議会主催）の支援 

市内 4 か所の人権プラザ・児童集会所を拠点に、部落差別をはじめとする人権問

題を解決するため、下記のような子どもたちの取り組みを支援しました。 

子ども人権文化創造事業  自己実現支援事業  

地域人権教育

推進活動 

子どもの居場所 

づくり活動  
キッズスクール活動 

自主学習 

支援活動 

進路・就労につながる

出会い・体験活動 

なかまづくりや人

権学習活動 

子どもたちが安心し

て学習したり、遊ん

だりできる安全な居

場所づくり活動 

地域住民等を講師と

して行うスポーツ、文

化、体験活動 

学習習慣の定着

を図り、基礎学力

の向上に向けた

活動 

進路や就労など将来

について考えることを

ねらいとした社会見

学、職業体験等 

○保護者に対する人権啓発の実施 

【ＰＴＡ人権研修会（回数と実施形態）】 

◆ 今後の方向性 

教育的に不利な環境にある子どもの学びの支援を継続させていくためには、子ど

もの教育に熱意や理解のある地域住民の参加が重要であり、今後も、地域の組織体制

を維持・強化しながら教員ＯＢや地域住民、大学生等に呼びかけをしていくことで、

学習支援員・ボランティアの安定的かつ継続的な確保に取り組みます。 

校種 
実施 

校園数 

研修  

延べ回数 

研修会の形態 

講演会 参加型等 

幼稚園  22 37 20 12 

小学校  22 34 20 13 

中学校  14 22 16 6 

児童と保護者がともに学ぶ 
人権研修会

長期休業中の学習支援



４ 読書活動の充実 

◆ ねらい  

読書活動を通して想像力・思考力・表現力等を育成し、子どもの豊かな心を育みます。 

また、四日市市子どもの読書活動推進計画を踏まえ、子どもを取り巻く読書環境を充

実させるとともに、家庭との連携により、望ましい読書習慣の形成を図ります。 

◆ 取り組み指標とその評価 

取り組み指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 H31 H32 目標値 

①読書活動推進校※の指定
校数（校） 

６ ６ ６ 
５年間で 
延べ 
３０校 

②「学校図書館図書標準」
に示されている蔵書数を達
成した学校数（校） 

３９ ４２ ４７ 
全小中学校 
（６０校）

 ※ 読書活動推進校…特色ある取り組みを全市に普及する学校。毎年 6 校指定。 

・取り組み指標①・・推進校の実践を学校図書館担当者研修会で全小・中学校に普及

しました。今後も毎年、推進校を６校ずつ指定し、市全体の読書活動の質の向上を

図っていきます。 

 ・取り組み指標②・・「学校図書館図書標準」を目安として、蔵書数を確保するとと

もに、新しい本の配架を進め、蔵書の充実を図っていきます。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（１）学校図書館活動の充実

「学校図書館いきいき推進事業」により、市内の小中学校６０校に週１日以上、

専門的な知識を持つ学校図書館司書を配置し、各学校の司書教諭や学校図書館担当

者、図書ボランティアの活動を支援しました。 

また、読書活動推進校※１を指定し、読書後の１分間コメントや学校図書館を活

用した授業、子どもたちが自ら選書する機会を設定することによる蔵書の充実や家

庭読書推進を図る取り組みを進めています。引き続き、これらの取り組みを学校図

書館担当者研修会等で、市内の小中学校に広げていきます。 

近年、学校図書館を読書活動の推進のために利活用することに加え、調べ学習

等、様々な教科の授業における活用が進んでおり、学校図書館の学習情報センター

としての機能が高まっています。そのことに伴って、学校図書館司書の専門的な知

見を生かした授業の取り組みも進んでおり、学校図書館が言語活動や探究活動の場

にもなっています。 

平成 29 年度は、学校図書館司書の授業利用を小学校で５，５８２回、中学校で

４６７回行いました。読書活動推進校を中心に社会科、理科における調べ学習や、

学習内容にかかわるブックトーク※２、思考力・表現力を高める読後の１分間コメ



学校図書館ボランティア、学

校図書館司書、教員と生徒で

実施したビブリオバトル※３

ントなどの取り組みを進めてきた結果、市内小中

学校にその取り組みが広がっています。また、学

校図書館ボランティアや学校図書館司書と協働し

た取り組みについても、多くの学校で実施されて

います。 

    新学習指導要領には、読書活動の充実や、児童

生徒の自主的・自発的な学習活動や読書活動を進

めるための学校図書館の計画的な利用が記されて

おり、今後も学校図書館のさらなる活用を行って

いく必要があります。 

※１ 平成２９年度 読書活動推進校…常磐小・三重西小・保々小・塩浜小・南中・朝明中 

※２ ブックトーク…一定のテーマを決め、時間内に何冊かの本を聞き手に紹介すること

 ※３ ビブリオバトル…本を紹介し、聴衆は読みたくなった本を投票する書評会 

○ 児童・生徒の読書状況 

＊平成２９年度全国学力・学習状況調査（児童・生徒質問紙）より 

 ＜学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日当たりどれくらいの間、読書をしますか＞ 

（教科書や参考書、漫画や雑誌は除く） 

＜読書は好きですか＞ 

29.2%

26.5%

22.2%

28.0%

48.4%

45.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

本市

３０分以上 １０分以上３０分未満 １０分未満

授業時間以外の読書活動に

ついて、小・中学校ともに１

０分以上読書をする児童生徒

の割合は全国平均を上回って

います。特に小学校において

は、３０分以上読書をする児

童も全国平均を上回っていま

す。 

 「読書が好き」と答えた児

童生徒の割合は、小・中学校

ともに全国平均を上回ってい

ます。この傾向は近年続いて

おり、本市が進めてきた学校

図書館を活用した教育の充実

が、本に親しむ子どもの育成

に つな が っ て い る と 言え ま

す。 

 なお、児童生徒の一人あた

りの年間貸出冊数は、小学校

で 42.2 冊、中学校で 9.1 冊

となっています。 
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子どもたちの投票で選書する取

り組み 

○ 学校図書館蔵書の状況 

学校図書館蔵書の状況（平成２９年度） 

学校図書館の現状に関する調査 小学校(38 校) 中学校(22 校) 

四日市市の蔵書数 410,990 冊 248,635 冊 

四日市市の学校図書館標準冊数 350,800 冊 241,840 冊 

四日市市の学校図書館の蔵書整備率 117.2％ 102.8％ 

四日市市の学校図書館の図書標準達成校 33 校 14 校 

学校図書館図書 

標準達成学校数の割合 

四日市市 86.8％ 63.6％ 

全国 66.4％ 55.3％ 

（四日市市の数値は平成２９年度調査、全国の数値は平成２８年度「学校図書館の現状に関する調査」結果による）  

・  学校図書館図書標準を達成する学校の割合は、

小学校で全国を上回っています。子どもたちの読

書意欲を高めるためには、定期的に学校図書館に

ある古い本を廃棄して、新しい本を配架していく

必要があります。新刊を購入する際は、学校図書

館司書の知見も活かしながら、子どもたちが選書

する取り組みを推進し、読書環境を整えていきま

す。 

◆ 今後の方向性

○ 「学校図書館いきいき推進事業」による学校図書館司書の授業支援、家庭読書支

援の積極的な活用を図り、学校図書館を活用した子どもたちの自発的な学習活動、

読書活動を充実させていきます。 

○ 学校図書館司書による専門的な知見を生かしながら、子どもたちが自ら選書する

機会を積極的につくり、学校の蔵書内容の充実を図ります。 

○ 読書活動推進校を小中学校で６校指定し、読書後１分間コメントや学校図書館を

活用した授業等の取り組みを進めていきます。また、学校図書館いきいき推進検討

委員会で学校図書館の有効活用のための協議を行うとともに、学校図書館担当者研

修会等で情報発信していきます。 

○ 学校が主導的な役割を担いつつ、学校図書館司書、図書館ボランティアとの連携

を引き続き推進していきます。 

◆ 具体的な施策の現状と課題 

（２）市立図書館との連携の充実 

  ○ 子どもの手の届くところに本がある環境づくり 

 学校図書館いきいき推進検討委員会、市立図書館と連携し、読み聞かせ用図

書の選定や、市立図書館の本で構成された学校貸出専用図書「なのはな文庫」

の貸出を行っています。「なのはな文庫」には、読み物図書の他に、授業での調

べ学習に役立つ図書もあります。このように、図書室の蔵書だけでなく、教室

など、子どもの手の届く場所への図書の充実も図っています。 



なのはな文庫の利用状況 

各学校を巡回する「なのはな文庫」 

○ 自動車文庫（移動図書館）、点字・録音資料室、学校支援貸出 

     市立図書館では、平成２０年度から学校図書館いきいき推進検討委員会と連携

し、自動車文庫を小学校へ派遣しています。 

     子どもたちは自動車文庫についての説明を受け、実際に車内を見学したり、本

を手に取ったりしています。また、市立図書館の司書による読み聞かせやクイ

ズ、ブックトークを通して、読書の楽しさを体験したり、学習を深めたりして

います。 

市立図書館の点字・録音資料室では、視覚障害のある児童・生徒の就学支援

として、点字による学習資料を作成しています。また、視覚障害や点字、録音

図書等への正しい理解を深めるため、市内の小学校に在学する児童を対象に

「夏休み子ども点字教室」を開催しました。さらに、本年度は、小学校への講

師派遣（職員）を行い、総合的な学習の時間の一環として点字図書を実際に用

いた学習を実施しました。 

学校図書館で授業等に必要な図書が準備できない場合、市立図書館の図書の

中から必要な図書を学校に貸し出す学校支援貸出にも応じています。 

 市立図書館の自動車文庫   市立図書館の司書による     市立図書館職員による 

読み聞かせ               点字図書等の出前授業 

◆ 今後の方向性

○ 「なのはな文庫」の学校巡回や市立図書館からの貸出を積極的に活用し、学校図

書館や学級文庫などにおいて、子どもたちの「手の届くところに本がある」環境づ

くりに努め、読書活動や授業での調べ学習を推進していきます。 

  年度 小学校(回) 中学校(回) 貸出冊数(冊) 

27 年度 68 36 12,280 

28 年度 73 36 13,417 

29 年度 75 36 12,042 



５ キャリア教育の推進 

◆ ねらい 

将来、子どもたちが社会的・職業的に自立することを目指して、発達段階に応じた学

習活動や体験活動を展開することにより、子どもたちに望ましい勤労観・職業観を確立す

るとともに、一人一人が「生きる力」を身に付けながら、将来直面する問題に柔軟かつた

くましく対応する力を育みます。 

また、子どもたちが夢や志を実現するため、「よっかいち・輝く自分づくりプラン」の

もと、学ぶことと社会とのつながりを意識した学習活動や体験活動を通し、主体的・協働

的に学ぶ意欲と態度を涵養します。 

◆ 取り組み指標とその評価

取り組み指標 
現状値 

H27 
H28 H29 H30 H31 H32 目標値 

キャリア教育全体計画・
年間計画に基づき、キャリ
ア教育の視点※１を意識した
園児・児童・生徒の交流を
行った学校数（校） 

５５ ５６
全小中学校 
（６０校） 

「学校教育活動、学校経営の評価（平成２９年１２月四日市市教育委員会実施）より」 

※１ キャリア教育の視点…将来の社会的・職業的自立を念頭に置きながら、子どもたちの成長や

発達を促進する見方 

キャリア教育の視点を意識した交流については、学びの一体化の取り組みの一つとし

て行われています。今後は、中学校区で「つけたい力」の共通理解を図ることにより、

全校実施を目指します。 

◆ 具体的な施策の現状と課題

（１） 発達段階に応じたキャリア教育の取り組み 

各学校園において、キャリア教育の中学校区

の全体計画・各校園の年間計画を「４つの基礎

的・汎用的能力」（※２）を育む視点から見直

し、目指す子どもの姿を具体化しました。 

＜つながる力、みつめる力＞ 

  園児児童生徒の交流や教職員の交流などは、

学びの一体化の取り組みとして、各中学校区で

工夫して行われています。また、近隣の大学と

連携している学校もあります。これらの活動は、

子どもたちにとって、上級学年への憧れや自己

肯定感等を高める機会となっています。 

＜うごく・いかす力、めざす力＞ 

校区にある工場を見学し、仕事について話を聞くことで働くことの意義について

考えたり、地域の人々とともに校区の清掃活動を行うことで地域の一員としての意

園児と生徒の交流 



職場体験アンケートより（調査人数２，８２２人） 

    よい機会にならなかった  １％   まったくよい機会に  

どちらとも                    ならなかった１％

いえない  ９％

とてもよい  

よい機会と                     機会となった

なった  ３ 6％                    ５ 3％  

あなたにとって、職場体験学習は、  

進路や将来について考える機会となりましたか。  

識を高めたりする活動を進めている学校もあります。 

今後は、取り組みを通して、どのような力をつけたいのかをより明確にして教育

活動を行っていく必要があります。 

※２ 「４つの基礎的・汎用的能力」…①人間関係・社会形成能力（つながる力）、②自己理

解・自己管理能力（みつめる力）、③課題対応能力（うごく・いかす力）、④キャリアプラ

ンニング能力（めざす力）

（２） 体験活動の充実

・ 平成１７年度から市内全中学校２年生で職場体験学習が実施されています。平

成２９年度は、９２５事業所に協力いただき、医療・教育・販売等、様々な分野

の体験活動が行われています。 

職場体験アンケートでは、「進路や将来について考える機会となった」と回答す

る生徒の割合が８９％となっています。

このことから、職場体験で、直接働く人

と接して知識や技術・技能に触れること

は、生徒が学ぶことや働くことの意義を

理解し、主体的に進路を選択決定する態

度や意志、意欲などを培うことのできる

教育活動であることが分かります。 

・ 各学校では、地域人材・資源を活用

した体験活動を年間のカリキュラムに

位置付け、計画的に実施しています。ま

た、小学校では多くの学校でキャリア教

育に係る見学や体験学習等を行っていま

す。こうした活動は、子どもたちの今後の生き方や将来について考えるきっかけと

なります。今後も子どもたちが職業を体感することを通して、働くことの目的や意

義を理解するキャリアプランニング能力を育成できるように継続的に実施していま

す。 

 小学校（３８校）でキャリア教育に係る見学や体験学習等を行っている学校 

   「四日市市ビジョン調査（平成３０年２月四日市市教育委員会実施）より」 

（３）行事や部活動を通じた取り組み

・ 小中学校で実施する様々な行事も、「４つの基礎的・汎用的能力」を育てる機会

となっています。 

  修学旅行や自然教室では、学級や学年の友だちとともに行動することを通して、

お互いの考えや意見、立場を尊重し、認め合い支え合って生きるための基礎を学

ばせています。また、一人一人の児童生徒に自分のできることを考え行動してい

く態度を育てる機会となっています。運動会では、自分たちが設定した目標に向

けて何をするべきなのかを考えて行動できる力や、苦手なことや困難なことでも

取り組み内容 職場見学 
農林水産

業体験 

社会人講師や卒業生を 

活用した取り組み 

学校数（３８校） ３４校 １３校 １９校 

「平成 29 年度職場体験学習アンケート結果」 

（四日市市教育委員会実施より） 



最後までやり通す力を育成しています。音楽会では、学級や学年の課題解決に向

けて、互いの考えを生かし合って取り組む力を育成しています。 

  ・ 部活動は、生徒一人一人が関心や興味、挑戦心をもったことに深く体験しようと

するとともに、授業等を通して身につけた問題解決能力を発展充実させる学習と

して重要な意味があります。また、異学年が目指す目標を一つにして集団を形成

し取り組むことでコミュニケーション力を高めることにより、自主性・協調性・

責任感・連帯感といったキャリア教育につながる力を育成する大変有意義な場と

なっています。 

（４） キャリア教育研修の充実

・ ユマニテク短期大学鈴木建生副学長を招聘し、「日常的キャリア教育としての授

業をどう変えるか」と題してご講演をいただきました。児童生徒の意欲・やる気

を引出すとともに、自発的な行動を促し、目標の達成を支援する効果的な対話の

教育技術（キャリア・カウンセリング）について理解を深めることができました。 

また、企業連携研修など教員自身が実社会、実体験から学べる研修会を実施し

ました。 

・ 中学校区のキャリア教育担当者が集まり、学校間の実践交流や情報交換を深め

ることで、発達段階に応じたキャリア教育について学ぶことができました。 

◆ 今後の方向性 

○  社会的・職業的自立のために必要な「４つの基礎的・汎用的能力」を育むため

に、すべての教育活動をキャリア教育の視点から捉え直し、活動の目標を明確に

するとともに、その目標を達成させるための具体的な活動内容を構成することに

より、「よっかいち・輝く自分づくりプラン」に基づく、体系的・系統的な教育

活動の展開を促進します。  

○  全体計画・年間計画に基づき校区の教職員が、それぞれの発達段階に応じた

「つけたい力」を共通理解し、子どもたちの将来の姿を思い描きながら、教室の

学びと実生活・実社会を連結させた教育活動を進めていきます。 

〇 今後も、校内外の様々な行事を、児童生徒が「４つの基礎的・汎用的能力」を体

験的に育むことができる機会として、各学年の実態に合わせて設定します。また、

新学習指導要領の内容もふまえて、すでに行っている教育活動をキャリア教育の視

点から振り返り、個々の学習活動や体験活動のねらいを見直す取り組みを進めていき

ます。 


